
渋川市建設工事の監督に関する規程

平成１８年２月２０日

訓令第４２号

（趣旨）

第１条 この訓令は、渋川市において執行する建設工事（以下「工事」

という。）の監督に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この訓令において「監督員」とは、渋川市契約規則（平成 1

8年渋川市規則第４９号）第４１条第１項の規定により契約担当者

が指定した者をいう。

（監督の基本原則）

第３条 監督員は、工事の監督に当たっては、厳正かつ公平を旨とし、

常に工事現場の状況を把握するとともに、図面及び仕様書（以下「設

計図書」という。）並びに請負契約書及び請負契約約款その他関係

法規に基づいて当該工事の監督に当たらなければならない。

（工事現場の安全管理及び技術管理）

第４条 監督員は、工事の施工に当たっては、施工プロセスのチェッ

クリスト（渋川市建設工事成績評定要領別紙５又は別紙７）により

必要な管理を行うとともに、次に掲げる事項について現場代理人、

主任技術者及び専門技術者（以下「現場代理人等」という。）を指

導しなければならない。

(１ ) 公衆の生命及び財産に関する危害発生の防止

(２ ) 水利及び交通の安全確保

(３ ) 火薬類の管理

(４ ) じんあい、汚水、廃棄物、騒音等の防止

(５ ) 工事の適合を確保するための技術管理（工程、品質及び出来

形）

（工事内容の説明）

第５条 監督員は、工事内容が設計図書と相違しないように工事着手

前に現場代理人等に対し設計の意図、内容等を説明し、その徹底を



図らなければならない。

（立会検査）

第６条 監督員は、丁張及び床掘の終了時、基礎工事施工の前後、型

枠又は鉄筋の組立ての終了時等主要な工事段階の区切目並びに工

事完成後において、当該工事に係る構造物等が外部から明視するこ

とができないときは、設計図書に基づき、現場代理人等立会いの上、

その検査を行わなければならない。

２ 監督員は、やむを得ない理由により、前項の検査を実施すること

ができないときは、当該検査に代えて写真撮影その他適宜の方法を

現場代理人等に指示し、その都度その結果を確認しなければならな

い。

（指示又は承諾）

第７条 監督員は、現場代理人等に対し指示又は承諾を与えるときは、

工事打合せ書（様式第１号）をもって行わなければならない。

（工事用材料検査）

第８条 監督員は、設計図書で検査を指定した工事用材料について工

事用材料検査願（様式第２号）が提出されたときは、遅滞なく品質

の良否、寸法及び数量を検査しなければならない。

２ 監督員は、前項の検査の結果、不合格と決定された工事用材料を

遅滞なく工事現場外に搬出するよう現場代理人等に対して指示し

なければならない。

（工事記録写真）

第９条 監督員は、現場代理人等に対し、工事完成後外部から明視で

きなくなる部分の施工状況、主要な工事段階等を写真で整備させ、

工事完成後速やかに提出させなければならない。

（改造及び破壊検査）

第１０条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないときは、現

場代理人等に対し改造を指示し、完全な工事を実施させなければな

らない。

２ 監督員は、次の各号のいずれかに該当する場合で破壊検査以外の



方法では、その検査が不可能であると認められるときは、所属長（渋

川市契約規則第４１条第１項の規定により職員以外の者に監督を

委託した場合はその監理業務委託を担当する所属の長を含む。）の

指示を得て破壊検査をしなければならない。

(１ ) 設計図書により監督員の検査を受けることを指定された工

事用材料を検査を受けないで使用したとき。

(２ ) 設計図書により監督員の立会検査を受けることを指定され

た工事を立会検査を受けないで施工したとき。

（工事の促進）

第１１条 監督員は、常に工事の工程管理に留意し、工事が遅延する

おそれがあると認められるときは、現場代理人等に対し厳重に警告

し、当該工事の促進を図らせなければならない。

（工事の変更又は中止）

第１２条 監督員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した

とき、又は現場代理人等から申出があったときは、直ちにその事実

の確認を行い、当該事実が重要と認められる場合は、速やかに所属

長に報告しなければならない。

(１ ) 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。

(２ ) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(３ ) 地盤その他外面から明視できない箇所において予期しな

かった状態があること。

(４ ) 前３号に掲げるもののほか、設計図書に明示されていない事

実があること。

２ 監督員は、次に掲げる理由により工事の施工を一時中止する必要

があると認めるときは、速やかにその状況を所属長に報告しなけれ

ばならない。

(１ ) 工事用地等の確保ができないとき。

(２ ) 天災その他不可抗力により工事の施工ができなくなったと

き。

（工期の延長）



第１３条 監督員は、受注者から工事の完成期日の延長の申出があっ

たときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

（契約の不履行）

第１４条 監督員は、受注者が契約の履行に当たり次の各号のいずれ

かに該当するとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに実情を

調査し、所属長に報告しなければならない。

(１ ) 受注者の責めに帰すべき理由により、工期内又は工期経過後

相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認め

られるとき。

(２ ) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日が過ぎても工事に

着手しないとき。

（臨機の措置）

第１５条 監督員は、災害の防止その他緊急やむを得ない事情で、か

つ、所属長の指示を受けるいとまのないときは、現場代理人等に対

して必要な措置をとらせなければならない。この場合においては、

その結果を速やかに所属長に報告しなければならない。

２ 監督員は、現場代理人等が緊急やむを得ずとった臨機の措置につ

いて通知を受けたときは、内容を確認し、所属長に報告しなければ

ならない。

（開連工事との調整）

第１６条 監督員は、施工上密接に関連する複数の工事がある場合に

おいて、その施工について調整を行う必要があるときは、関係する

現場代理人等に対し適切な指示を与えなければならない。

（一括下請負）

第１７条 監督員は、受注者が承諾を受けずに工事の全部若しくは大

部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせていると思われる

ときは、その旨を所属長に報告しなければならない。

（特許権の使用）

第１８条 監督員は、特許権又は第三者の権利の対象となっている施

工の方法及び技術又は材料の使用について、受注者と第三者の間に



紛争が生じた場合又はそのおそれがあるときは、速やかにその状況

を調査し、所属長に報告しなければならない。

（第三者に及ぼした損害）

第１９条 監督員は、工事の施工に関し第三者に損害を及ぼすような

状況が生じたときは、速やかに実情を確認し、所属長に当該状況を

報告しなければならない。

（天災その他不可抗力による損害）

第２０条 監督員は、工事の施工に関し天災その他不可抗力による損

害が生じたときは、直ちに調査を行い、所属長にその状況を報告し

なければならない。

（工程表）

第２１条 監督員は、受注者から工程表が提出されたときは、速やか

にその内容を検討し、所属長に報告しなければならない。

（現場代理人、主任技術者等）

第２２条 監督員は、現場代理人等が指定された旨の通知を受けたと

きは、速やかにその資格を確認しなければならない。

２ 監督員は、工事の施工又は管理について現場代理人等が著しく不

適当でその交替を求めようとするときは、当該交替の具体的な理由

を書面で所属長に通知しなければならない。

（施工計画書）

第２３条 監督員は、受注者から工事実施に必要な施工計画書が提出

された場合は、速やかにその内容を確認し、所属長に報告しなけれ

ばならない。

２ 監督員は、更に詳細な施工計画書が必要な場合は、その旨を指示

した上、当該施工計画書を提出させ、速やかにその内容を確認し、

所属長に報告しなければならない。

（検査の立会い）

第２４条 監督員は、国、県又は渋川市契約規則第４３条第２項の規

定により定められた検査員が行う検査に立ち会い、当該検査に必要

な資料を提出してその執行に協力しなければならない。



（その他）

第２５条 この訓令に定めるもののほか、工事の監督に関し必要な事

項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成１８年２月２０日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令の施行の日の前日までに、合併前の渋川市建設工事の監

督に関する規程（昭和５３年渋川市庁達第３号）の規定によりなさ

れた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされ

たものとみなす。

附 則（平成２３年３月１１日訓令第４号）

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年３月３１日訓令第１０号）

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。



様式第１号（第７条関係）

注 打ち合わせの都度２部作成し、各々保管する。

課長 係長 係

工 事 打 合 せ 書

工 事 名 受 注 者

路線河川名 工事場所

事 項

項 目 発議年月日 監 督 員 現場代理人

指 示 承 諾 協 議 提 出 年 月 日 印 印

項

目

承 諾

不承諾

回 答

受 理

年 月 日 監 督 員 現場代理人

年 月 日 印 印

(理由)

上記について



様式第２号（第８条関係）

注 検査の結果に基づいて受注者に対する指示事項等があれば備考欄に記載すること

工 事 用 材 料 検 査 願
監督員

検 印

年 月 日

監督員 様

受注者 氏 名 印

次の材料を現場に搬入したので検査をお願いします。

工事名 工事場所

品 名
形 状

寸 法
単位 受検数量 合格数量

不 合 格

数 量

合格数量

の 累 計
備 考


